






　
あ
な
た
の
標
準
報
酬
月
額
が
変
わ
り
ま
す

　
標
準
報
酬
月
額
と
は
、毎
月
の
保
険
料
計
算

な
ど
の
計
算
基
礎
に
な
る
月
額
の
こ
と
で
す
。

　
毎
年
一
回
、7
月
1
日
現
在
に
在
籍
の
被
保
険

者
全
員
に
つ
い
て
、4
、5
、6
月
に
受
け
た
給
与

の
平
均
額
か
ら
標
準
報
酬
月
額
を
決
定
し
ま
す
。

　
決
定
さ
れ
た
新
し
い
標
準
報
酬
月
額
は
、9
月

分
の
保
険
料
計
算
か
ら
適
用
さ
れ
、10
月
の
給
与

か
ら
天
引
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、従
前
の
等
級
と
2
等
級
以
上
の
差

が
生
じ
、固
定
的
賃
金
も
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、4
ヵ
月
目
か
ら
新
し
い
標
準
報
酬
月
額
に
変

更
さ
れ
ま
す
。

※
保
険
料
に
つ
い
て
は
、当
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
健
康
保
険
」お
よ
び「
介
護
保
険
」コ
ン
テ
ン

ツ「
保
険
料
の
決
め
方
」「
保
険
料
月
額
表
」を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
被
扶
養
者
再
認
定
調
査
を
実
施
中

　
現
在
、被
扶
養
者
の
再
認
定
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
今
回
の
調
査
は
、健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に

な
っ
て
い
て
、「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等（
異

動
）申
告
書
」に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
人
を
対
象

に
、健
保
組
合
か
ら
直
接
、調
査
票
を
お
送
り
し

て
い
ま
す
。

　
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、対
象
者
の
現
況
を
確
認

す
る
た
め
、課
税
証
明
書
、非
課
税
証
明
書
、在

学
証
明
書
、年
金
支
払
通
知
書
、所
得
証
明
書
等

の
提
出
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。


